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	施 設 名
	使用期間
	使用時間
	備　　考

	大町町民グラウンド
	1月4日から12月28日まで
	午前8時30分から午後9時まで
	照明施設の使用は、4月1日から10月31日まで

	大町町民健康広場
	1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和33年法律第178号）に規定する休日にあたる場合を除く）を除く
	午前9時から午後9時まで
	



